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むつ市ポータルアプリ導入事業プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

この要領は、ポータルアプリ導入事業に係る契約の相手方となる事業者の選

定に当たり、プロポーザルの実施方法等、必要な事項を定める。 

 

２ 業務概要 

⑴ 業務名  

むつ市ポータルアプリ導入事業 

⑵ 業務内容  

むつ市ポータルアプリ導入事業業務仕様書のとおり 

⑶ 業務期間  

契約締結日の翌日から令和９年３月３１日まで 

なお、本業務は、財源となる令和７年度補正予算 地域未来交付金 デジタ

ル実装型 TYPEA の申請が不採択となったときは、本プロポーザルにおいて実

施の効力を失う場合がある。 

 

３ 予算額（消費税額及び地方消費税額を含む） 

構築に係る予算 12,460,800 円を上限とする。 

初期費用には、アプリパッケージ費用（機能・デザイン費用・アプリ開発・

動作・品質確認）、スマートフォン教室・アプリ利用説明開催に要する費用を

含む。 

ただし、この金額は、契約時の予定価格を示すものではなく、提案内容の規

模を示すためのものであることに留意すること。 

 

４ 実施形式 

公募型プロポーザル方式 

 

５ 日程 

⑴ 公告 

令和８年３月１９日（木） 

⑵ 参加申込 
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令和８年３月１９日（木）から令和８年４月２日（木）まで 

ただし、土曜、日曜及び祝日を除く、午前９時から午後５時まで 

⑶ 質疑提出 

令和８年３月２６日（木）１２時００分まで 

⑷ 質疑回答 

令和８年３月３１日（火）市のホームページで回答 

⑸ 参加資格の審査 

令和８年４月３日（金） 

 ⑹ 参加資格審査の結果通知 

   令和８年４月３日（金） 

⑺ 企画提案書等提出 

令和８年４月３日（金）から令和８年４月２４日（金）まで 

ただし、土曜、日曜及び祝日を除く、午前９時から午後５時まで 

⑻ 書面審査による結果通知 

  令和８年４月２８日（火）（予定） 

  ただし、参加者が３者以内の場合は書面審査を行わない。 

⑼ プレゼンテーション・ヒアリング審査  

令和８年５月１９日（火）（予定） 

⑽ 結果通知 

令和８年５月２０日（水）（予定） 

 ⑾ 契約締結 

   令和８年５月下旬 

 

６ 参加資格  

⑴ むつ市指名競争入札参加有資格者名簿（以下「有資格者名簿」という。）

に登録されていること。 

⑵ むつ市指名競争入札参加資格者指名停止要綱による指名停止を受けていな

いこと。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規

定に該当しないこと。 

⑷ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立
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てがなされていないこと。 

⑸ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員がその役員となっている法人その他暴

力団員が経営に関与していないと認められるもので、適正な競争を妨げる恐

れがないと認められるもの。 

⑹ 有資格者名簿に登録がない者がプロポーザルに参加する場合においては国

税及び地方税について滞納がないこと。 

⑺ 本事業は、複数の事業者による共同提案も可能とする。この場合、次の要

件を満たすこと。 

 ①共同提案を行う事業者（以下「構成事業者」という。）のうち、１者を代

表事業者に定め、むつ市への質疑や書類提出等は、当該代表事業者が行うこ

と。 

② 構成事業者全てが、法人格を有していること。 

③ 構成事業者全てが、⑴から⑺までの参加資格を満たしていること。 

⑻ 自治体向けポータルアプリに精通し、過去５年以内に、地方公共団体にお

いて、本案件と同種類の自治体向けポータルアプリの構築及び運用の業務を

元請けとして受託し、契約を履行完了した実績が 5 件以上（共同提案の場合

は代表事業者の実績が５件以上。）あること。またこのことについて、別紙

「むつ市ポータルアプリ導入事業仕様書、3.事業内容、(4)事業の成果を複数

年にわたって計測するための KPI に記載のアウトプット指標(活動指標)の

①」に示す実績のうち、アプリダウンロード率が当該自治体住民人口比率 50

％以上の実績を有すること。 

 

７ 質疑応答 

質疑がある場合は、次の手順により提出すること。 

⑴ 提出方法 質問書（様式第５号）により、電子メールで提出すること。 

⑵ 提出期限 令和８年３月２６日（木）１２時００分まで 

⑶ 提 出 先 むつ市総務部情報・ＤＸ戦略課 

電子メール：joho@city.mutsu.lg.jp 

⑷ 回答方法 令和８年３月３１日（火）市ホームページで回答 

⑸ そ の 他 提出期限を過ぎたもの又は指定した方法以外での質問は一切受

付けしない。 
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８ 参加申込手続 

⑴ 提出書類 

① 参加申込書（様式第４号） 

② 共同提案構成事業者一覧表（任意様式（共同提案の場合のみ）） 

③ 会社概要（様式第６号（共同提案の場合、構成事業者分全て）） 

④ 業務実績調書（様式第７号（共同提案の場合、構成事業者分全て）） 

⑤ 誓約書（様式第８号） 

≪有資格者名簿に登録がない場合≫ 

⑥ 商業登記法に基づく現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書 

⑦ 財務諸表 

申請日直前１年分に係る貸借対照表、損益計算書等 

⑧ 納税証明書 

納税証明書については、国税、都道府県税及び市町村税のすべてについ

て提出すること。（むつ市分については、指定様式を使用のこと。） 

⑵ 提出方法 持参又は郵送（書留郵便に限る。）による。 

⑶ 提出期間 令和８年３月１９日（木）から令和８年４月２日（木）まで

（ただし、土曜、日曜及び祝日を除く。受付時間は午前９時か

ら午後５時まで。） 

⑷ 提 出 先 〒０３５－８６８６ 

青森県むつ市中央一丁目８番１号 

むつ市総務部情報・ＤＸ戦略課 

 

９ 参加資格の審査・審査結果の通知 

 この実施要領に定める資格基準に基づき審査し、当該審査結果を申込み全

者に参加資格審査結果通知書（様式第９号）により通知する。 

 なお、参加資格が満たないと判断された事業者は、当該通知を受けた翌日

から起算して７日以内にその理由の説明を求めることができるものとする。 

 

１０ 企画提案書等の作成及び提出  

⑴ 提出書類・必要部数 

  ① 企画提案書（任意様式）・・・・正本１部・副本１部 
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  ② 機能要件表  ・・・１部 

  ③ 業務実施（処理）体制図 ・・・１部 

④ 参考見積書       ・・・１部 

⑤ 上記をまとめた電子データ・・・１式 

⑵ 作成にあたっての留意事項 

 ① 企画提案書 

ア 仕様書は、本市が求める要件を定めたものであるため、企画提案書の

作成にあたっては、それらの趣旨を十分に踏まえて記述すること。ま

た、評価基準(別紙)に基づき、必要な項目を具体的に記載すること。 

イ 仕様書に示した要件以外で当市にとって優位であると考えられる提案

がある場合は、その内容について記載すること。 

ウ 提案内容は、提案のポイントを箇条書きにするなど、専門的知識を持

たない者にも理解できるように、簡潔でわかりやすい表記とすること。 

エ 専門用語や略語を使用する場合は、初出の箇所に一般用語を用いて定

義を記述すること。また、必要に応じて注釈を付記すること。 

オ 様式は自由とし、サイズはＡ４版に統一すること。 

カ 提出部数は正本１部、副本１部とし、副本及びについては社名を記入

せず、提案者が特定されない状態で提出すること。 

② 機能要件表 

ア むつ市ポータルアプリ導入事業仕様書別紙である機能要件表の対応欄

に対応可能な場合は「○」を記入し、特筆したいことがあれば備考欄に

記入すること。 

③ 参考見積書 

ア 仕様書の趣旨を理解した上で見積価格を積算し、作成すること(消費税

及び地方消費税を含む。)。 

イ 初期費用と月額利用料とを明確にし、積算根拠が分かるように作成す

ること。 

ウ 見積価格は、提案内容の評価に際し参考として利用するものであり、

契約金額となるものではない。 

エ Ａ４版とし、様式は自由とする。なお、宛名はむつ市長とすること。 

 

１１ 審査方法 
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⑴ 審査方法は、参加資格要件を満たす者の中から、提出された企画提案書等

についてプロポーザル審査委員会によるプレゼンテーション及びヒアリング

を実施し、審査する。 

ただし、企画提案書提出事業者が４者以上の場合は書面による第１次審査

を行い、その結果による上位３者が第２次審査に進み、３者以内の場合は、

書類審査による第１次審査を行わない。 

第１次審査を行う場合は参加者全員（共同提案の場合は、代表事業者）に

その旨通知する。 

⑵ 審査項目及び配点  

別紙「むつ市ポータルアプリ導入事業プロポーザル評価基準」のとおりとす

る。 

 

１２ 審査結果 

 審査結果の通知は、審査を受けたもの全員（共同提案の場合は、代表事業

者）に対し、プロポーザル審査結果通知書（様式第１０号）により通知す

る。なお、必要に応じ第１次審査行う場合はプロポーザル第１次審査結果通

知書（様式第１１号）により通知し、第１次審査を通過した事業者には、第

２次審査の日程等についても、併せて通知する。 

① 第２次審査実施日時  

  令和８年５月１９日（火）１０：００～１５：００（予定） 

② 実施時間 

  １者あたり４０分以内。プレゼンテーション３０分以内、ヒアリング１

０分程度 

また、審査の結果、選定されなかった事業者は、当該通知を受けた翌日か

ら起算して７日以内にその理由の説明を求めることができるものとする。 

 

１３ その他 

⑴ 提出書類の取扱いについて 

① 提出されたすべての書類は返却しない 

② 提出後の差替え及び加除修正は認めない 

③ 企画提案書の提出は１者につき１案とする 

④ 市が必要と認める場合には追加資料の提出を求める場合がある 



  7 

⑵ 失格事項について 

次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とする。 

① 参加資格要件を満たしていない場合 

② 提出書類に虚偽の記載があった場合 

③ 実施要領等で示された、提出期日、提出場所、提出方法、書類作成上の

留意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合 

④ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

⑤ 説明会、プレゼンテーション又はヒアリングを実施した場合において、

正当な理由なく欠席した場合 

⑥ 参考見積書の金額が、あらかじめ示された予算の上限額を超過した場合 

⑶ 参加辞退について 

参加表明後の辞退については、参加辞退届（任意様式）を提出すること。 

⑷ 必要経費について 

提出書類の作成及び提出やプレゼンテーション参加に係る費用など必要な

経費は、全て提出事業者の負担とする。なお、やむを得ず本プロポーザルに

よる事業者選定が中止等になった場合でも、全て提出事業者が負担するこ

と。 

⑸ 情報公開及び提供について 

提出された企画提案書については、むつ市情報公開条例の規定による請求

があった場合、第三者に開示することがある。ただし、提出者が事業を営む

上で、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められる

情報は非開示となる場合があるので、この情報に該当する部分がある場合

は、あらかじめ文書により申し入れすること。 

なお、本プロポーザルに係る事業者の選定前において、決定に影響を及ぼ

す恐れのある情報については、決定後の開示とする。 

⑹ 言語及び通貨単位について 

手続きにおいて使用する言語及び通貨単位については、日本語及び日本円

とする。 

 

１４ 問い合わせ先 

むつ市総務部情報・ＤＸ戦略課 

０３５－８６８６ 
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青森県むつ市中央一丁目８番１号 

電 話 ０１７５－２２－１１１１(内線２１４１) 

電子メール joho@city.mutsu.lg.jp 

 

mailto:joho@city.mutsu.lg.jp

